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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード状媒体を搬送する搬送路を有するカード状媒体処理装置において、
　前記搬送路の一部に配置され、前記カード状媒体の搬送方向に対して直交する方向に移
動し、前記カード状媒体を搬送する搬送切替部と、
　前記搬送路の前記カード状媒体の詰まりを検知し、前記搬送切替部を制御する制御部と
を備え、
　前記制御部は、前記カード状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を移動させ
、その後、前記搬送切替部を移動させた状態で移動前と同じ搬送方向に、詰まりが検知さ
れた前記カード状媒体を搬送することを特徴とするカード状媒体処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記搬送切替部は、前記搬送路の分岐部に配置されることを特徴とするカード状媒体処
理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記搬送切替部は、前記カード状媒体の搬送方向に対して直交する回動軸を有し、前記
回動軸を中心に回動して搬送先を切り替えることを特徴とするカード状媒体処理装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のカード状媒体処理装置において、
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　前記制御部は、前記搬送切替部が前記カード状媒体を前記搬送先へ搬送する際に、また
は、搬送元が前記カード状媒体を前記搬送切替部へ搬送する際に、前記搬送路の前記カー
ド状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を回動させることを特徴とするカード
状媒体処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記制御部は、前記搬送切替部を回動させる方向を前記カード状媒体の上面方向もしく
は下面方向とし、前記搬送先の前記搬送路に対する角度、または、前記搬送切替部の前記
搬送路に対する角度を変更させ、
　前記搬送路における前記カード状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を上面
方向もしくは下面方向のいずれか一方向に回動させてリトライ搬送を行い、このリトライ
搬送で前記カード状媒体が正常に搬送されない場合に、前記搬送切替部を前記一方向の反
対方向に回動させて、さらにリトライ搬送を行うことを特徴とするカード状媒体処理装置
。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記制御部は、前記搬送切替部が前記カード状媒体を前記搬送先へ搬送する際に、前記
搬送路の前記カード状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を回動させる前に、
前記カード状媒体を逆搬送させ、前記搬送切替部に前記カード状媒体を戻すことを特徴と
するカード状媒体処理装置。
【請求項７】
　請求項４または請求項５に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記制御部は、前記搬送切替部が前記カード状媒体を前記搬送先へ搬送する際に、前記
搬送路の前記カード状媒体の詰まりを検知したときであって、前記搬送先が前記カード状
媒体を受け取っているときに、前記カード状媒体を受け取った状態を維持しながら前記搬
送先内で逆搬送させたあと、前記カード状媒体を搬送させることを特徴とするカード状媒
体処理装置。
【請求項８】
　請求項４または請求項５に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記制御部は、前記搬送元が前記カード状媒体を前記搬送切替部へ搬送する際に、前記
搬送路の前記カード状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を回動させる前に、
前記カード状媒体を逆搬送させ、前記搬送元に前記カード状媒体を戻すことを特徴とする
カード状媒体処理装置。
【請求項９】
　請求項４または請求項５に記載のカード状媒体処理装置において、
　前記制御部は、前記搬送元が前記カード状媒体を前記搬送切替部へ搬送する際に、前記
搬送路の前記カード状媒体の詰まりを検知したときであって、前記搬送切替部が前記カー
ド状媒体を受け取っているときに、前記カード状媒体を受け取った状態を維持しながら前
記搬送先内で逆搬送させたあと、前記カード状媒体を搬送させることを特徴とするカード
状媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣ書き換え機能およびリライト印字機能などを有する媒体処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術において、媒体処理装置には、例えば、ＩＣカードのような媒体のＩＣチッ
プが記憶する情報の書き換えを行うことや、媒体が備えるリライト面の既存の印字内容を
消去してから再印字を行うことで、媒体を繰り返して使用するようにしているものがある
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。（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２４２４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の媒体処理装置においては、媒体のＩＣチップが記憶する情報の書
き換えや、リライト面への再印字などの処理を終了させ、媒体を媒体挿入排出口へ搬送す
るときに、ユーザの使用状態などによる媒体の反りのため、また、媒体の表面の汚れが媒
体を搬送するローラに付着して滑り、搬送力が低減するため、媒体を円滑に搬送すること
ができないことがあるという問題がある。
　本発明は、このような問題を解決することを課題とし、媒体を円滑に搬送できるように
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そのため、本発明は、カード状媒体を搬送する搬送路を有するカード状媒体処理装置に
おいて、前記搬送路の一部に配置され、前記カード状媒体の搬送方向に対して直交する方
向に移動し、前記カード状媒体を搬送する搬送切替部と、前記搬送路の前記カード状媒体
の詰まりを検知し、前記搬送切替部を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記カー
ド状媒体の詰まりを検知したとき、前記搬送切替部を移動させ、その後、前記搬送切替部
を移動させた状態で移動前と同じ搬送方向に、詰まりが検知された前記カード状媒体を搬
送することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　このようにした本発明は、媒体を円滑に搬送することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施例におけるＩＣカード処理装置の構成を示す概略側面図
【図２】第１の実施例におけるＩＣカード書き換え処理の説明図
【図３】第１の実施例における第１のリトライ戻し搬送の説明図
【図４】第１の実施例における１回目のリトライ搬送の説明図
【図５】第１の実施例における２回目のリトライ搬送の説明図
【図６】第１の実施例におけるリトライ搬送処理の流れを表すフローチャート
【図７】第２の実施例における第２のリトライ戻し搬送の説明図
【図８】第２の実施例におけるリトライ搬送処理の流れを表すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明による媒体処理装置の実施例を説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１は、第１の実施例におけるＩＣカード処理装置の構成を示す概略側面図である。
　図１において、媒体処理装置としてのＩＣカード処理装置２は、カード挿入排出口２ａ
と、インサータ部２１と、切替部２２と、カードリーダ部２３と、ＩＣＲ／Ｗ（ＩＣカー
ドＲｅａｄ／Ｗｒｉｔｅ）部２４と、回収部２５と、リライト印字部２６と、ホッパ部２
７と、ピッカローラ２８と、取忘取込部３０と、各部を結びＩＣカード３を搬送する搬送
路３１と、制御部３２とにより構成されている。
【００１０】
　インサータ部２１は、図中一点鎖線で囲まれた部分であり、カード挿入排出口２ａから
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挿入されたカードを装置内に引き込むものである。また、インサータ部２１は、情報の読
取りまたは書込みを行い、また印字が終了したカードをカード挿入排出口２ａから排出す
る。なお、インサータ部２１には、カードの磁気ストライプの有無を検知する磁気ヘッド
やＩＣカードであるか否かを判別するためのセンサを備えている。
【００１１】
　搬送切替部としての切替部２２は、搬送路３１の一部として分岐部に配置され、ＩＣカ
ードの搬送方向に対して直交する回動軸を有しており、回動軸を中心に回動してインサー
タ部２１により引き込んだＩＣカードの搬送先を切り替えて搬送するものであり、ＩＣカ
ードの搬送先をカードリーダ部２３、ＩＣＲ／Ｗ部２４、回収部２５または取忘取込部３
０へと切り替える。
　なお、切替部２２は、回動軸を中心に回動してＩＣカードの搬送先を切り替えて搬送す
るとしたが、それに限られることなく、ＩＣカードの搬送方向に対して直交する方向（図
中上下方向）に移動してＩＣカードの搬送先を切り替えて搬送するようにしてもよい。
【００１２】
　カードリーダ部２３は、カードの磁気ストライプに記録された情報の読取り、または情
報の磁気ストライプへの書き込みを行うものである。このカードリーダ部２３には、イン
サータ部２１で磁気ストライプを有するカードであると判別されたカードが搬送される。
　ＩＣＲ／Ｗ部２４は、ＩＣカードに備えられたＩＣチップに対して情報の読取りまたは
書込みを行うものである。このＩＣＲ／Ｗ部２４には、インサータ部２１で判別されたＩ
Ｃカードやホッパ部２７から繰り出されたＩＣカードが搬送され、そのＩＣカードのＩＣ
チップに対して情報の読取りまたは書込みが行われる。
　回収部２５は、使用済みの旧ＩＣカードを収容するものであり、切替部２２で搬送先が
切り替えられ、搬送されたＩＣカードを収容するものである。
【００１３】
　リライト印字部２６は、印字ヘッド２６ａおよび消去ヘッド２６ｂを備え、ＩＣカード
の表面に形成されたリライト面に印字や印字された文字等の消去を行うものである。この
リライト印字部２６には、インサータ部２１で判別されたＩＣカードやホッパ部２７から
繰り出されたＩＣカードが搬送され、そのＩＣカードのリライト面に印字し、また印字さ
れた文字等を消去する。
　ホッパ部２７は、ＩＣカード処理装置２に対して着脱可能に構成され、新規のＩＣカー
ドを予め収納しておく収納部である。このホッパ部２７は、リライト印字部２６の奥部に
配設され、底部に形成された開口部から収納したＩＣカードを搬送路３１に搬出すること
ができるようになっている。
【００１４】
　ピッカローラ２８は、ホッパ部２７の底部に形成された開口部を介してホッパ部２７に
収納されたＩＣカードに接触するように配設され、駆動手段としてのモータからの駆動で
回転することにより、ホッパ部２７に収容されたＩＣカードを搬送路３１へ繰り出すこと
ができるようになっている。
　取忘取込部３０は、カード挿入排出口２ａから排出したカードが所定時間を経過しても
受け取られない場合、そのカードを引き込み、収容するものである。
　制御部３２は、ＣＰＵ等で構成され、メモリ等の記憶部に記憶された制御プログラム（
ソフトウェア）に基づいてＩＣカード処理装置２全体の動作を制御する。
【００１５】
　また、制御部３２は、切替部２２がＩＣカードをインサータ部２１などの搬送先へ搬送
する際に、搬送路３１のＩＣカードの詰まりを検知し、切替部２２を制御するものであり
、ＩＣカードの詰まりを検知したとき、切替部２２を回動させる。
　この場合、制御部３２は、切替部２２を回動させる方向を後述する図４（ａ）または図
５（ａ）に示すようにＩＣカードの上面方向もしくは下面方向とし、わずかにそれぞれの
方向に回動させ、搬送先の搬送路３１に対する角度を変更させる。
　なお、この制御部３２が行う切替部２２の回動については後述する。
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【００１６】
　図２は、第１の実施例におけるＩＣカード書き換え処理の説明図である。
　図２に示すように、ＩＣカード処理装置２は、ＩＣカード３がインサータ部２１のカー
ド挿入排出口２ａから挿入され、インサータ部２１でＩＣカード３と判別されると、ＩＣ
Ｒ／Ｗ部２４でＩＣカード３のＩＣチップから情報の読取りを行う。その後、ＩＣカード
３のＩＣチップに対して情報の書き換えを行い、印字が必要な場合はＩＣカード３をリラ
イト印字部２６へ搬送し、消去ヘッド２６ｂでＩＣカードのリライト面に印字されている
内容を消去し、印字ヘッド２６ａでＩＣカード３のリライト面に新たな印字内容を印字す
る。新たな印字内容が印字されたＩＣカード３は、インサータ部２１へ搬送されてカード
挿入排出口２ａから排出される。
【００１７】
　また、ＩＣカード処理装置２は、ＩＣカード３を新規に発行するとき、予めＩＣカード
３が収納されたホッパ部２７から１枚のＩＣカード３をピッカローラ２８により繰り出し
てＩＣＲ／Ｗ部２４へ搬送し、ＩＣＲ／Ｗ部２４で情報の書込みを行う。印字が必要な場
合はＩＣカード３をリライト印字部２６へ搬送し、印字ヘッド２６ａでＩＣカード３のリ
ライト面に新たな印字内容を印字する。新たな印字内容が印字されたＩＣカード３は、イ
ンサータ部２１へ搬送されてカード挿入排出口２ａから排出される。
【００１８】
　次に、インサータ部２１および切替部２２の構成について、図３に基づきながら説明す
る。
　図３は、第１の実施例における第１のリトライ戻し搬送の説明図である。
　図３において、インサータ部２１および切替部２２は、カード挿入排出口２ａから挿入
された物がＩＣカード３であるか否かを判別する検知センサと、ＩＣカード３を搬送する
搬送ローラ対とにより構成されている。インサータ部２１には、さらにＩＣカード３の磁
気ストライプの有無を検知する磁気ヘッドも備えている。
【００１９】
　インサータ部２１は、検知センサ２１４から図中矢印Ｂで示す排出方向における下流側
へ向かって、検知センサ２１３、搬送ローラ対２１６、検知センサ２１２、磁気ヘッド２
１７および２１８、搬送ローラ対２１５、検知センサ２１１の順に、搬送路３１に沿って
配置されている。
　切替部２２は、検知センサ２２３から図中矢印Ｂで示す排出方向における下流側へ向か
って、搬送ローラ対２２５、検知センサ２２２、搬送ローラ対２２４、検知センサ２２１
の順に、搬送路３１に沿って配置されている。
【００２０】
　この切替部２２は、ＩＣチップが記憶する情報の書き換え、あるいは、リライト面に再
印字するなどの処理を行ったＩＣカード３をカード挿入排出口２ａへ排出する際、図中点
線で示す位置でＩＣカード３が詰まり、制御部３２がジャム（詰まり）監視時間を超えた
と判定したとき、制御部３２の指示にしたがって第１のリトライ戻し搬送を行い、図中実
線で示す位置にＩＣカード３を逆搬送した後、リトライ搬送を行うものである。
　なお、ジャム監視時間とは、ＩＣカード３が詰まっているか否かを判断する基準の時間
であり、この場合においては検知センサ２２１がＩＣカード３を検知したときから図示せ
ぬタイマーが計測を開始する。
【００２１】
　また、「搬送ローラ対２２４がインサータ部２１の搬送ローラ対２１６にＩＣカード３
を搬送できない」状態とは、搬送ローラ対２２４の搬送力が搬送ローラ対２１６の負荷よ
りも小さい状態となっている。
　この要因としては、例えば、ＩＣカード３が反っているため、搬送ローラ対２１６がＩ
Ｃカード３を挟持できない場合や、ＩＣカード３が汚れているため、搬送ローラ対２２４
が滑り、搬送力が低下した場合などが考えられる。
【００２２】
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　上述のような場合、つまり、切替部２２がＩＣカード３をインサータ部２１へ搬送する
際に、搬送路３１のＩＣカード３の詰まりを検知したとき、制御部３２は、切替部２２を
回動させる前に、搬送ローラ対２１６の手前まで搬送した図中点線で示すＩＣカード３を
図中矢印Ａで示す挿入方向へ戻して逆搬送させ、図中実線で示すようにＩＣカード３が切
替部２２内の搬送路３１に収まるまで搬送し、切替部２２にＩＣカード３を戻す（第１の
リトライ戻し搬送）。
　また、切替部２２は回動軸２２ａを有しており、制御部３２の指示にしたがって、モー
タなどの図示せぬ駆動部により回動するものである。
【００２３】
　次に、切替部２２が回動することによるリトライ搬送についての説明を図４および図５
に基づきながら説明する。
　図４は、第１の実施例における１回目のリトライ搬送の説明図である。
　図４（ａ）は切替部２２が１回目のリトライ搬送を行っている状態を示しており、図４
（ｂ）は図４（ａ）で示した切替部２２の１回目のリトライ搬送で搬送可能なＩＣカード
３の形状の例を示している。
【００２４】
　図４（ａ）において、図３に示した第１のリトライ戻し搬送を行ったあと、切替部２２
は、図中矢印Ｃで示す媒体上面方向へ回動する。
　すると、切替部２２内の搬送路３１は、インサータ部２１内の搬送路３１に対して所定
の角度となる。
　切替部２２の搬送ローラ対２２４は、この状態でＩＣカード３を図中矢印Ｂで示す排出
方向へ搬送する（１回目のリトライ搬送）。
【００２５】
　このようにＩＣカード３を搬送することにより、図４（ｂ）に示したように反っている
ＩＣカード３が搬送ローラ対２１６に挟持されやすくなるため、ＩＣカード３を円滑に搬
送することができる。
　また、ＩＣカード３の表面の汚れが搬送ローラ対２２４に付着して滑り、ＩＣカード３
を搬送する搬送力が低減する場合でも、インサータ部２１内の搬送路３１の上面に押し当
てられたＩＣカード３に対する搬送ローラ対２２４の接触状態が変化することにより、搬
送ローラ対２２４の搬送力の低減を抑制するため、ＩＣカード３を円滑に搬送することが
できる。
【００２６】
　図５は、第１の実施例における２回目のリトライ搬送の説明図である。
　図５（ａ）は切替部２２が２回目のリトライ搬送を行っている状態を示しており、図５
（ｂ）は図５（ａ）で示した切替部２２の２回目のリトライ搬送で搬送可能なＩＣカード
３の形状の例を示している。
　図５（ａ）において、図４（ａ）に示した１回目のリトライ搬送を行ったあと、切替部
２２は、図中矢印Ｄで示す媒体下面方向へ回動する。
　すると、切替部２２内の搬送路３１は、インサータ部２１内の搬送路３１に対して所定
の角度となる。
【００２７】
　切替部２２の搬送ローラ対２２４は、この状態でＩＣカード３を図中矢印Ｂで示す排出
方向へ搬送する（２回目のリトライ搬送）。
　２回目のリトライ搬送においても、１回目のリトライ搬送と同様に、図５（ｂ）に示し
たように反っているＩＣカード３が搬送ローラ対２１６に挟持されやすくなるため、また
、ＩＣカード３を搬送する搬送力が低減する場合でも、インサータ部２１内の搬送路３１
の下面に押し当てられたＩＣカード３に対する搬送ローラ対２２４の接触状態が変化する
ことにより、搬送ローラ対２２４の搬送力の低減を抑制するため、ＩＣカード３を円滑に
搬送することができる。
【００２８】
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　上述した構成の作用について説明する。
　リトライ搬送処理を図６の第１の実施例におけるリトライ搬送処理の流れを表すフロー
チャートの図中Ｓで示すステップにしたがって図３から図５までを参照しながら説明する
。
　Ｓ１０１：制御部３２は、切替部２２からインサータ部２１にＩＣカード３が搬送され
ず、検知センサ２２１がＩＣカード３を検知してからジャム監視時間を超えたと判定し、
ＩＣカード３のジャムを検出する。
　Ｓ１０２：制御部３２は、切替部２２に第１のリトライ戻し搬送を行うように指示する
。
【００２９】
　Ｓ１０３：制御部３２は、切替部２２に１回目のリトライ搬送を行うように指示する。
　Ｓ１０４：制御部３２は、各検知センサにより正常排出されたか否かを判定し、正常排
出されていないと判定すると処理をＳ１０５へ移行し、正常排出されたと判定すると処理
をＳ１０９へ移行する。
　Ｓ１０５：制御部３２は、切替部２２に再度、第１のリトライ戻し搬送を行うように指
示する。
　Ｓ１０６：制御部３２は、切替部２２に２回目のリトライ搬送を行うように指示する。
【００３０】
　Ｓ１０７：制御部３２は、各検知センサにより正常排出されたか否かを判定し、正常排
出されていないと判定すると処理をＳ１０８へ移行し、正常排出されたと判定すると処理
をＳ１０９へ移行する。
　Ｓ１０８：制御部３２は、排出リトライオーバーエラーとして係員にＩＣカード３のジ
ャムを警告灯などで報告し、本処理を終了する。
　Ｓ１０９：制御部３２は、インサータ部２１にカード挿入排出口２ａにＩＣカード３を
排出させ、ユーザがＩＣカード３を受け取るのを待ち、本処理を終了する。
【００３１】
　以上説明したように、第１の実施例では、ＩＣカードのジャムを検出した制御部が、切
替部にＩＣカードを戻して搬送させた後、搬送先の搬送路に対して所定の角度に切替部の
搬送路を回動させるようにしたことにより、ＩＣカードの反りに対応するとともに、切替
部の搬送ローラの汚れによる搬送力の低減を抑制するようにしたため、媒体を円滑に搬送
することができるという効果が得られる。
　なお、第１の実施例では、ＩＣカードを切替部からインサータ部に搬送し、カード挿入
排出口へ排出する場合を例として説明したが、それに限られることなく、挿入されたＩＣ
カードを切替部からＩＣＲ／Ｗ部などに搬送する場合に適用することも可能であり、また
、挿入されたＩＣカードをインサータ部などから切替部に搬送する場合に適用することも
可能である。
【実施例２】
【００３２】
　本実施例におけるインサータ部２１は、第２のリトライ戻し搬送を行い、ＩＣカード３
が反っている場合やＩＣカード３の表面の汚れが搬送ローラ対２１６に付着して滑り、Ｉ
Ｃカード３を搬送する搬送力が低減する場合においても、第１の実施例の第１のリトライ
戻し搬送を行うことなく、ＩＣカード３をカード挿入排出口２ａへ搬送できるようにする
ものである。
【００３３】
　図７は、第２の実施例における第２のリトライ戻し搬送の説明図である。
　なお、インサータ部２１および切替部２２の構成は上述した第１の実施例と同様である
ため、同一の符号を付してその説明を省略する。
　図７において、インサータ部２１は、ＩＣチップが記憶する情報の書き換え、あるいは
、リライト面に再印字するなどの処理を行ったＩＣカード３をカード挿入排出口２ａへ排
出する際、図中点線で示す位置でＩＣカード３が詰まり、制御部３２がジャム監視時間を
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超えたと判定したとき、第２のリトライ戻し搬送を行うものである。
【００３４】
　この場合においては、検知センサ２１２がＩＣカード３を検知したときから図示せぬタ
イマーが計測を開始し、制御部３２がジャム監視時間を超えたか否かを判定する。
　また、図中点線で示す位置でＩＣカード３が詰まる要因としては、例えば、搬送ローラ
対２１６に搬送する際に搬送ローラ対２２４がＩＣカード３の汚れなどで滑ることにより
時間が掛かったため、搬送ローラ対２１６がＩＣカード３を搬送し始めたところでジャム
監視時間を超えてしまったことなどが考えられる。
【００３５】
　上述のような場合、つまり、切替部２２がＩＣカード３を搬送先へ搬送する際に、搬送
路３１のＩＣカード３の詰まりを検知したときであって、搬送先がＩＣカード３を受け取
っているときに、制御部３２は、インサータ部２１に、磁気ヘッド２１７および２１８の
手前まで搬送した図中点線で示すＩＣカード３を挟持して受け取った状態を維持しながら
、図中矢印Ａで示す挿入方向へ逆搬送させて戻す（第２のリトライ戻し搬送）。
　このようにＩＣカード３を搬送することにより、第１の実施例の第１のリトライ戻し搬
送を行って切替部２２までＩＣカード３を戻し、再度搬送ローラ対２１６に挟持させるこ
となく、搬送ローラ対２１６がＩＣカード３を挟持した状態から搬送を行い、再度ジャム
監視時間を超える確率は少なくなるため、ＩＣカード３を円滑に搬送することができる。
【００３６】
　上述した構成の作用について説明する。
　リトライ搬送処理を図８の第２の実施例におけるリトライ搬送処理の流れを表すフロー
チャートの図中Ｓで示すステップにしたがって図７を参照しながら説明する。
　切替部２２が行うリトライ処理を図６の第１の実施例におけるリトライ搬送処理の流れ
を表すフローチャートの図中Ｓで示すステップにしたがって図６および図７を参照しなが
ら説明する。
　Ｓ２０１：図６におけるＳ１０１と同様の処理であるため説明を省略する。
【００３７】
　Ｓ２０２：制御部３２は、搬出ローラ対２１６の排出方向における上流側に配置されて
いる検知センサ２１３がＩＣカード３を検知しているか否かを判定し、検知している（検
知センサＯＮ）と判定すると処理をＳ２０３へ移行し、検知していない（検知センサＯＦ
Ｆ）と判定すると処理をＳ２０９へ移行する。
　Ｓ２０３：制御部３２は、搬出ローラ対２１６の排出方向における下流側に配置されて
いる検知センサ２１２がＩＣカード３を検知しているか否かを判定し、検知している（検
知センサＯＮ）と判定すると処理をＳ２０４へ移行し、検知していない（検知センサＯＦ
Ｆ）と判定すると処理をＳ２０９へ移行する。
【００３８】
　Ｓ２０４：制御部３２は、搬送ローラ対２１６に第２のリトライ戻し搬送を行うように
指示する。
　Ｓ２０５：制御部３２は、各検知センサによりＩＣカード３が正常排出されたか否かを
判定し、正常排出されていないと判定すると処理をＳ２０７へ移行し、正常排出されたと
判定すると処理をＳ２０６へ移行する。
　Ｓ２０６：正常排出されたと判定した制御部３２は、インサータ部２１にカード挿入排
出口２ａへＩＣカード３を排出するように指示し、ユーザがＩＣカード３を受け取るのを
待ち、本処理を終了する。
【００３９】
　Ｓ２０７：制御部３２は、ジャム監視時間を超えたか否かを判定し、ジャム監視時間を
超えたと判定するとリトライオーバーとして処理をＳ２０８へ移行し、ジャム監視時間を
超えていないと判定すると処理をＳ２０４へ移行する。
　Ｓ２０８：制御部３２は、排出リトライオーバーエラーとして係員にＩＣカード３のジ
ャムを警告灯などで報告し、本処理を終了する。
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　Ｓ２０９～Ｓ２１６：図６におけるＳ１０２～Ｓ１０９と同様の処理であるため説明を
省略する。
【００４０】
　以上説明したように、第２の実施例では、インサータ部の搬送ローラ対がＩＣカードを
挟持した状態から再度搬送を行うことにより、ジャム監視時間を超える確率は少なくなる
ため、媒体を円滑に搬送することができるという効果が得られる。
　なお、第２の実施例では、インサータ部の搬送ローラ対を例として説明したが、それに
限られることなく、リライト印字部の搬送ローラ対などに適用することも可能である。
【符号の説明】
【００４１】
　２　　ＩＣカード処理装置
　２ａ　カード挿入排出口
　３　　ＩＣカード
　２１　インサータ部
　２２　切替部
　２２ａ　回動軸
　２３　カードリーダ部
　２４　ＩＣＲ／Ｗ部
　２５　回収部
　２６　リライト印字部
　２７　ホッパ部
　２８　ピッカローラ
　３０　取忘取込部
　３１　搬送路
　２１１～２１４、２２１～２２３　検知センサ
　２１５、２１６、２２４、２２５　搬送ローラ対
　２１７、２１８　磁気ヘッド
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